
１、 賛助会員は次の会員とする。

（１）　協力団体(含む法人)会員

（２）　個人会員

２、 会員期間

入会日より申し込み年度の３月末日までとする。

３、 賛助金額

（１）　協力団体(含む法人)会員　１口　１０．０００円　１口以上とする。

（２）　個人会員　　　　　　　　　　　１口　　５，０００円　 １口以上とする。

（３）　会費は入会後速やかに納入するものとする。

４、 ご協力をいただいた会員に対する特典

（１）　本連盟ホームページに賛助金協力者名簿を掲載します。

（２）　大会プログラム等各種印刷物に賛助金協力者名簿を掲載します。

（３）　粗品を贈呈します。

５、 賛助会員募集期間および掲載期間

賛助会員募集期間および掲載期間は申し込み年度３月末日までとする。

６、 申し込み方法

別途申込書にご記入いただき、メール又はＦＡＸにて本連盟事務局に

送信ください。
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